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規 則

高知県障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 3 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 5 号

高知県障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則

高知県障害者自立支援法施行細則（平成18年高知県規則第111

号）の一部を次のように改正する。

第 9 条の見出し中「指定の」を「指定等の」に改め、同条中

「第14条第 3 項第 3 号において」を「以下」に改め、同条に次の

 1 項を加える。

 2 　法第60条第 1 項の規定により指定自立支援医療機関の指定の

更新を受けようとする指定自立支援医療機関の開設者等（省令

第62条に規定する指定自立支援医療機関の開設者等をいう。第

11条において同じ。）は、育成医療又は更生医療に係るものに

あっては別記第16号様式により、精神通院医療に係るものに

あっては別記第17号様式により知事に申請しなければならな

い。

第10条中「別記第16号様式」を「別記第18号様式」に改める。

第11条中「（省令第62条に規定する指定自立支援医療機関の開

設者等をいう。）」を削り、「別記第17号様式」を「別記第19号

様式」に改める。

第12条中「別記第18号様式」を「別記第20号様式」に改める。

第13条の見出し中「指定自立支援医療機関台帳」を「指定自立

支援医療機関管理台帳」に改め、同条中「別記第19号様式」を

「別記第21号様式」に改める。

第14条第 3 項 3 号中「、担当する」を「担当する」に、「種

類」を「種類、精神通院医療を担当する場合にあっては担当する

精神通院医療に関係がある診療科名」に改める。

別記第14号様式から別記第19号様式までを次のように改める。
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別記様式に次の 2 様式を加える。
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第137号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月 6 日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月 6 日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  興津窪川

 3 　道路の区域

高知県告示第138号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月 6 日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月 6 日             

                                  高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　有岡川登

 3 　道路の区域

イ　設計製図の試験

平成24年 9 月 9 日（日）午前11時から午後 4 時まで

( 2 )　試験の場所

高知市桟橋通二丁目11－ 6 　高知県立高知工業高等学校

 4 　受験手数料

16,900円

 5 　合格者の発表及び合否の通知

( 1 )　合格者の発表日

ア　学科の試験

平成24年 8 月21日（火）（予定）

イ　設計製図の試験

平成24年12月 6 日（木）（予定）

( 2 )　合否の通知

学科の試験及び設計製図の試験の受験者には、それぞれ合

否の判定結果を通知し、それぞれの試験の不合格者には、試

験の成績を併せて通知する。

 6 　その他

( 1 )　設計製図の試験の課題は、平成24年 6 月 6 日（水）（予

定）から財団法人建築技術教育普及センター各支部及び社団

法人高知県建築士会の事務所に掲示するほか、財団法人建築

技 術 教 育 普 及 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jaeic.jp/）に掲載するとともに、学科の試験

の場所においても掲示する。

( 2 )　受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を

希望する者は、受験申込時にその旨を申し出ること。

建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により、平成

24年木造建築士試験を次のとおり行う。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第15条の 6 第 1 項の規

定に基づき、高知県指定試験機関である財団法人建築技術教育普

及センターに行わせる。

平成24年 3 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　受験資格

受験資格を有する者は、平成24年 7 月21日において建築士法

第15条各号のいずれかに該当する者とする。

 2 　受験の申込み手続等

( 1 )　インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成16年以

降に木造建築士試験の受験申込みをした者のうち、試験の申

込みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をし

ている者に限り行うことができる。

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

(ア)　受付期間

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町興津

字元谷山2501番32か

ら

高岡郡四万十町興津

字元谷山2501番31ま

で

〜 45前

〜 45後

21.7

         

44.2

 21.7

          　  

52.1

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

173
平成24年 3 月 6 

日

四万十市手洗川字山伏峠山

4324番15から

四万十市手洗川字カドカ谷

山4326番26まで

公 告

建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により、平成

24年二級建築士試験を次のとおり行う。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第15条の 6 第 1 項の規

定に基づき、高知県指定試験機関である財団法人建築技術教育普

及センターに行わせる。

平成24年 3 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　受験資格

受験資格を有する者は、平成24年 6 月30日において建築士法

第15条各号のいずれかに該当する者とする。

 2 　受験の申込み手続等

( 1 )　インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成16年以

降に二級建築士試験の受験申込みをした者のうち、試験の申

込みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をし

ている者に限り行うことができる。

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

(ア)　受付期間

平成24年 3 月31日（土）から同年 4 月 6 日（金）ま

で

(イ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する日

の午後 4 時まで

イ　受験申込みの方法

財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

（http://www.jaeic.jp/）において、必要な事項を入力

して申し込むこと。

( 2 )　受験申込書による受験申込み

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

平成24年 4 月 9 日（月）から同月16日（月）までの午前

10時から午後 5 時までの間に受け付ける。

イ　受験申込みの方法

(ア)　受験申込書の請求先

高知市本町四丁目 2 －15　高知県建設会館 3 階　社団

法人高知県建築士会

(イ)　受験申込書の提出先

社団法人高知県建築士会に直接提出すること。

 3 　試験の日時及び場所

( 1 )　試験の日時

ア　学科の試験

平成24年 7 月 1 日（日）午前10時から午後 5 時10分まで
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平成24年 3 月31日（土）から同年 4 月 6 日（金）ま

で

(イ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する日

の午後 4 時まで

イ　受験申込みの方法

財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

（http://www.jaeic.jp/）において、必要な事項を入力

して申し込むこと。

( 2 )　受験申込書による受験申込み

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

平成24年 4 月 9 日（月）から同月16日（月）までの午前

10時から午後 5 時までの間に受け付ける。

イ　受験申込みの方法

(ア)　受験申込書の請求先

高知市本町四丁目 2 －15　高知県建設会館 3 階　社団

法人高知県建築士会

(イ)　受験申込書の提出先

社団法人高知県建築士会に直接提出すること。

 3 　試験の日時及び場所

( 1 )　試験の日時

ア　学科の試験

平成24年 7 月22日（日）午前10時から午後 5 時10分まで

イ　設計製図の試験

平成24年10月14日（日）午前11時から午後 4 時まで

( 2 )　試験の場所

ア　学科の試験

高知市桟橋通二丁目11－ 6 　高知県立高知工業高等学校

イ　設計製図の試験

高知市本町四丁目 2 －15　高知県建設会館　 4 階ホール

 4 　受験手数料

16,900円

 5 　合格者の発表及び合否の通知

( 1 )　合格者の発表日

ア　学科の試験

平成24年 9 月 4 日（火）（予定）

イ　設計製図の試験

平成24年12月 6 日（木）（予定）

( 2 )　合否の通知

学科の試験及び設計製図の試験の受験者には、それぞれ合

否の判定結果を通知し、それぞれの試験の不合格者には、試

験の成績を併せて通知する。

 6 　その他

( 1 )　設計製図の試験の課題は、平成24年 6 月 6 日（水）（予

定）から財団法人建築技術教育普及センター各支部及び社団

法人高知県建築士会の事務所に掲示するほか、財団法人建築

技 術 教 育 普 及 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jaeic.jp/）に掲載するとともに、学科の試験

の場所においても掲示する。

( 2 )　受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を

希望する者は、受験申込時にその旨を申し出ること。

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第 9 号

平成18年12月高知県選挙管理委員会告示第102号（その病院の

長、老人ホームの長、身体障害者支援施設の長及び保護施設の長

を不在者投票管理者とする施設の指定）の一部を次のように改正

する。

平成24年 2 月20日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

 3 　身体障害者支援施設の表中「身体障害者療護施設国府寮」

を「障害者支援施設こくふ」に、「身体障害者療護施設土佐苑」

を「障害者支援施設とさ」に改める。

監 査 公 表

監査公表第 1 号

平成24年 3 月 6 日

高知県監査委員

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第 6 項の規定

により、高知県知事から包括外部監査の結果に対する措置につい

て通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。

23高行管第177号

平成24年 1 月18日

高知県監査委員　様

高知県知事　尾﨑　正直

平成22年度包括外部監査の結果に基づく措置につい

て（通知）

平成23年 4 月28日付け高知県公報号外第21号監査公表第 6 号で

公表された包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、地

方自治法第252条の38第 6 項の規定に基づき別紙のとおり通知し

ます。
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